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－彊・
債務の相続と遺留分減殺

一一最判平成 21年 3月24日をめぐって一一

はじめに

最高裁平成 21年の判例と言えば，評釈と言

うにはいささか｜日聞に過ぎるかもしれないけれ

ども，最近の最高裁判例はこの判例をはじめと

して，戦後民主化の旗印であった家督相続（一

子相続）の廃止，共同均分相続原理などの形式

的平等原理にとって桂桔となるような方向性を

示すものが多く見られるようになっ ている。不

平等相続を合理化する方法には，相続法上では

相続分の指定，特別受益の持戻し免除，寄与分，

相続財産の評価方法，遺産分割方法，相続放棄，

遺留分の放棄，死因贈与，遺贈などが問題とな

るであろう。民法以外では，信託法や中小企業

における経営の承継の円滑化に関する法律でも

相続財産の相続人の一部のものに対する集中が

意図されている。

最高裁平成 24年 l月26日決定は，特別受益

の持戻し免除の意思表示があっても遺留分の算

定の基礎には当該特別受益が加算されることを

明らかにするものである。その中で，経営の承

継のために株式の生前贈与がなされたとみられ

る行為には（黙示的にもせよ）持戻し免除の意

思表示があるとした原審の判断を無前提に追認

し，経営承継目的がある場合には持戻し免除に

該当するとした点にも注目して良い。

これとは次元が異なるが，これまで裁判所は

相続人の平等を法定相続分による平等と捉えて

きたが，最高裁平成 25年 11月29日判決では

遺産管理の観点から頭数での暫定的管理を認め

るに至った。

丸山茂
（本法務研究科教授）

このように，従来相続人の平等を形式的に捉

えて来た判例がその形式性から脱却しつつある

現状の一断面として，本稿の対象とする最高裁

平成 21年 3月 24日判決は見ることが出来るで

あろう。

一最判平成21年3月24日

事実の要旨

( 1) 被相続人 Aは，平成 15年 7月23日，

Aの有する財産全部を Yに相続させる旨の公

正証書遺言をした。

(2) Aは，平成 15年 11月 14日に死亡した。

同人の法定相続人は，子である XとYである。

(3) Aは，相続開始時において，積極財産

として 4億 3.231万 7.003円，消極財産として

4億 2.483万2,503円を有していた。本件遺言

により，遺産全部の権利が相続開始時に直ちに

Yに承継された。

(4) xは， Yに対し，平成 16年 4月4日，

遺留分減殺請求権を行使する旨の意思表示をし

fこ。

(5) yは，同年 5月 17日，相続財産である

不動産につき，平成 15年 11月 14日相続を原

因として， Aからの所有権移転登記を了した。

(6) xは， Aの消極財産のうち可分債務に

ついては法定相続分に応じて当然に分割され，

その 2分の lを上告人が負担することになるか

ら，上告人の遺留分の侵害額の算定においては，

積極財産4億 3,231万 7.003円から消極財産4

億 2,483万 2.503円を差しヲ｜いた 748万 4.500
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円の 4分の lである 187万 1,125円に，相続債

務の 2分の lに相当する 2億 1,241万 6,252円

を加算しなければならず，この算定方法による

と，上記侵害額は 2億 1,428万 7,377円になる

と主張している。これに対し， Yは，本件遺

言により Yが相続債務をすべて負担すること

になるから，上告人の遺留分の侵害額の算定に

おいて遺留分の額に相続債務の額を加算するこ

とは許されず，上記侵害額は，積極財産から消

極財産を差しヲ｜いた 748万 4,500円の 4分の l

である 187万 1,125円になると主張している。

判旨

「相続人のうちの l人に対して財産全部を相

続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相

続人に指定された場合，遺言の趣旨等から相続

債務については当該相続人にすべてを相続させ

る意思のないことが明らかで、あるなどの特段の

事情のない限り，当該相続人に相続債務もすべ

て相続させる旨の意思が表示されたものと解す

べきであり，これにより，相続人間においては，

当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債

務をすべて承継することになると解するのが相

当である。もっとも，上記遺言による相続債務

についての相続分の指定は，相続債務の債権者

（以下「相続債権者」という。）の関与なくされ

たものであるから，相続債権者に対してはその

効力が及ばないものと解するのが相当であり，

各相続人は，相続債権者から法定相続分に従っ

た相続債務の履行を求められたときには，これ

に応じなければならず，指定相続分に応じて相

続債務を承継したことを主張することはできな

いが，相続債権者の方から相続債務についての

相続分の指定の効力を承認し，各相続人に対し，

指定相続分に応じた相続債務の履行を請求する

ことは妨げられないというべきである。

そして，遺留分の侵害額は，確定された遺留

分算定の基礎となる財産額に民法 1028条所定

の遺留分の割合を乗じるなどして算定された遺

留分の額から，遺留分権利者が相続によって得

た財産の額を控除し，同人が負担すべき相続債

務の額を加算して算定すべきものであり（最高

裁平成 5年（オ）第947号同 8年 11月26日第三小

法廷判決・民集50巻 10号 2747頁参照），その

算定は，相続人間において，遺留分権利者の手

元に最終的に取り戻すべき遺産の数額を算出す

るものというべきである。したがって，相続人

のうちの l人に対して財産全部を相続させる旨

の遺言がされ，当該相続人が相続債務もすべて

承継したと解される場合，遺留分の侵害額の算

定においては，遺留分権利者の法定相続分に応

じた相続債務の額を遺留分の額に加算すること

は許されないものと解するのが相当である。遺

留分権利者が相続債権者から相続債務について

法定相続分に応じた履行を求められ，これに応

じた場合札履行した相続債務の額を遺留分の

額に加算することはできず，相続債務をすべて

承継した相続人に対して求償し得るにとどまる

ものというべきである。」

二争点

相続財産の全てを相続人の一人に与える旨の

「相続さ せる遺言」がなされた ときに，被相続

人の債務は相続人間でどのように承継されるこ

とになり，また遺言によって財産を取得できな

かった相続人による遺留分減殺請求があった場

合に，遺留分侵害額の算定において債務をどの

ように処理し遺留分侵害額を算定するかが争わ

れた。

本件では，相続財産と相続債務がほぼ措抗し

ているので，遺留分侵害額の算定において，先

行する判例のように可分債務は遺産分割を待た

ずに当然に分割されるとし（最判昭和 34年 6

月19日），相続債務を遺留分侵害額に加算する

（最判平成 8年 11月26日） とすれば，本件の

Xの遺留分侵害額は 2億円を上回ることにな

る。反対に「相続させる遺言」によって変更さ

れた相続分にしたがって債務も承継されるとす

れば債務は全て Yが承継することとになり X

の遺留分侵害額は 200万程度にとどまることに
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なる。

本判決は以下の点を指摘し， Xの遺留分侵

害額の算定の際に債務は加算されないとして，

後者の結論をとることを明らかにした。

(1）相続させる旨の遺言は，遺贈ではなく相

続分の指定の性質を持つ。

(2) 遺言の趣旨等から相続債務については当

該相続人にすべてを相続させる意思のないこと

が明らかで、あるなどの特段の事情のない限り，

相続分の指定にしたがって債務は承継される。

(3）相続分の指定による債務の承継は，相続

債権者の関与なくされたものであるから相続債

権者に対してはその効力が及ばず内部的な効果

を持つに留まるとし，対外的には債務は当然分

割されるとの判断を維持した。

(4）遺留分侵害額の算定にあたっては，遺留

分は相続人間の対内的な処理の問題であるから，

法定相続分によ って当然に分割された債務を加

算するのではなく指定相続分にしたがって承継

される債務を加算する。

(5) 遺留分権利者が法定相続分にしたがって

相続債権者に債務を支払ったときも，遺留分に

加算するのではなくて全ての財産を相続した相

続人に対して求償できるにすぎない。

三 「相続させる旨の遺言」の法的性質

相続させる旨の遺言の性質については，遺贈，

遺産分割方法の指定，相続分の指定などの諸説

があるが，相続人以外に相続財産を与える場合

には遺贈と考える他ないとしても，相続人に対

して一定の財産を与える趣旨の遺言がなされた

場合には，この三者の相違を明らかにすること

は必ずしも容易ではない（山畠正男「相続分の

指定」 『家族法体系N』271頁以下）。

この点に関して，最判平成 3年 4月19日は，

「遺言書において特定の遺産を特定の相続人に

「相続させる」趣旨の遺言者の意思が表明され

ている場合，当該相続人も当該遺産を他の共同

相続人と共にではあるが当然相続する地位にあ

ることをかんがみれば，遺言者の意思は，右の

各般の事情を配慮して，当該遺産を当該相続人

をして，他の共同相続人と共にではなくして，

単独で相続させようとする趣旨のものと解する

のが当然の合理的な意思解釈というべきであり，

遺言書の記載から，その趣旨が遺贈であること

が明らかで、あるか又は遺贈と解すべき特段の事

情がない限り，遺贈と解すべきではないとする。

そして，右の「相続させる」趣旨の遺言，すな

わち，特定の遺産を特定の相続人に単独で相続

により承継させようとする遺言は，前記の各般

の事情を配慮しての被相続人の意思として当然

あり得る合理的な遺産の分割の方法を定めるも

のであって，民法九O八条において被相続人が

遺言で遺産の分割の方法を定めることができる

としているのも，遺産の分割の方法として，こ

のような特定の遺産を特定の相続人に単独で相

続により承継させることをも遺言で定めること

を可能にするために外ならない。したがって，

右の 「相続させる」趣旨の遺言は，正に同条に

いう遺産の分割の方法を定めた遺言であり，他

の共同相続人も右の遺言に拘束され，これと異

なる遺産分割の協議，さらには審判もなし得な

いのであるから，このような遺言にあっては，

遺言者の意思に合致するものとして，遺産の一

部である当該遺産を当該相続人に帰属させる遺

産の一部の分割がなされたのと同様の遺産の承

継関係を生ぜしめるものであり，当該遺言にお

いて相続による承継を当該相続人の受諾の意思

表示にかからせたなどの特段の事情のない限り，

何らの行為を要せずして，被相続人の死亡の時

（遺言の効力の生じた時）に直ちに当該遺産が

当該相続人に相続により承継されるものと解す

べきである。」として，相続させる旨の遺言は

遺産分割方法の指定であり，その効果は遺産分

割を経ることなく物権的に生じるとしていたが，

相続分の指定を伴うかどうかについては明らか

にされていなかった。

下級審では，相続させる特定の財産が相続分

を上回る場合には相続分の変更を伴うので，相

続分の指定を伴う遺産分割方法の指定である
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（東京高判昭和 45年3月30日等）とするもの

が多かったが，最高裁は本判決で相続させる旨

の遺言が相続分の指定であることを始めて明ら

カ〉にしアこ。

本件の解決にとって，包括遺贈であるか相続

分の指定であるかは何れも債務の承継を含むと

すれば遺留分侵害額の算定で債務をどう処理す

るかという問題は残る（神谷遊「遺留分および

遺留分侵害額の算定方法」『遺言と遺留分第2

巻遺留分』 47頁）ものの，相続させる遺言

の性質から直接異なる結論が導き出されるとい

うものでもない。

しかしながら，相続させる旨の遺言を遺贈で

あると考えるべきだとの有力説もあるので，判

例の考える相続させる遺言との違いを確認、して

おくことにしよう。

相続分の指定と遺贈との異同について，特定

遺贈では遺産分割の対象とならないが，遺産分

割方法の指定ではさらに遺産分割が必要となる

とする見解，また遺産分割方法の指定で指定さ

れた財産や相続分の指定や遺贈が法定相続分を

下回る場合には，相続分の指定では相続分が指

定の割合に限定されているので指定相続分に限

つての取得が認められるだけであるが，遺贈や

遺産分割方法の指定では法定相続分に達するま

で他の相続財産を取得することが出来る（有地

亨「相続分」『新版注釈民法 27』199頁）とす

る見解などがある。

相続させる旨の遺言は遺贈であるとする見解

は，その理由として，遺言書の発見前に相続の

承認、－放棄があった場合に指定された相続分の

変更を考慮して改めて承認・放棄の判断をさせ

ることになるのか規定上は暖昧であるし，遺産

分割後に遺言が発見された場合に遺産分割の効

果がどうなるのかも唆昧である。加えて，遺贈

であれば遺贈義務者に履行請求をすることによ

って遺言の有効性に関する検証が可能となるこ

ともあげられている。また，遺言が発見された

としてもその遺言書が最終処分の遺言書である

かどうかは不明であるにもかかわらず，実務に

おいて遺産分割方法の指定によって財産を取得

したものは，遺産分割を経ることなく単独で登

記申請が出来るとしていること（昭和 47.8.21

民事甲第 3465号民事局長回答，最判平成3年

4月19日の原審である東京高判昭和 63年 7月

11日）は，遺贈の場合には登記申請について

遺贈義務者の協力が必要であることに比べて遺

言の真正性のチェックがなされないことになり

問題が大きいと指摘する（伊藤昌司「相続分の

指定を含む遺産分割方法の指定」判例タイムズ

643号 146頁）。

四相続債務の承継

相続債務は承継されるとして， どのように債

務が承継されるかについて判例では，可分債務

は遺産分割を経ずして相続分に応じて法律上当

然に分割され相続人に帰属するとの立場が確立

している（大審院判例昭和 5年 11月4日，最

判昭和 34年 6月19日）。もっとも，最判昭和

34年6月 19日は，「相続分に応じて」とする

だけであり，またこれらの判例の事案は遺言の

存在しない事案であったため指定相続分がある

場合にどのように相続債務が承継されるかは明

らかにされているわけではなかった。

この点に関して本判決は，遺言解釈の問題と

して，相続財産の全てが特定の相続人に与えら

れた場合に，そのものに債務を全て承継させな

いとする特段の事情がない限り，債務は全て指

定を受けた相続人が承継するとして，相続人間

では相続分の指定にしたがって債務が承継され

ることを明らかにしたものである。その意味で，

遺留分侵害額の計算方法を明らかにした最判平

成8年 11月 26日判決が全部包括遺贈を受けた

受遺者が債務を弁済した場合には求償できると

して，債務は内部的にも遺贈の割合に影響を受

けないとの前提に立った判断を本判決は変更し

たものと見ることが出来る。

債務の承継については，平成8年判例のよう

に実務では可分債務は法定相続分にしたがって

当然に分割されるとの考え方が支配してきたの
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で当然分割を前提とする立論が多 く見られるが，

学説では必ずしも当然分割説が優位だというわ

けではなく，戦後は不可分債務説が有力であ っ

たし，最近でも不可分債務説は有力に主張され

ている。

不可分債務説では，遺産共有を合有と見るか

共有と見るかによ ってその説明は異なる。合有

と見る考え方は， もともと相続人は遺産分割前

の共同相続財産に対しては具体的持分を持たな

いのであるから，債務は遺産全体を引き当てと

する合手的帰属を生じるのであるから共同相続

人は共同して全額債務を負担するので，相続債

権者は相続人全員に請求すべきであるとする。

現在では合有か共有かの議論は，その有効性に

疑問が持たれているだけでなく，先に述ぺたよ

うに共有説を基本とする理解が一般となってい

るので，このような考え方を取るものは少ない。

共有と見る立場から相続債務は不可分債務で

あるとする見解は，おおむね債務者の死亡によ

って債権者が債権の分割による不利益を回避す

べきだとするもので，相続財産を引き当てとす

る第一次的責任を認めさらに相続人も不可分的

に債務を負担するとするものや，遺産共有状態

の相続財産の包括的一体性を認めて相続人は不

可分的に債務を負担するという考えがある（薮

重夫 「債務の相続」『家族法体系N』223頁）。

包括遺贈や相続分の指定があ った場合に債務

が承継されるかについては，包括遺贈であれば

民法 990条が「包括受遺者は，相続人と同一の

権利義務を有する。」としているので，当然に

債務も承継すると考えることができる。

相続分の指定については，民法 899条が 「相

続人は，その相続分に応じて被相続人の権利義

務を承継する」としていることから，相続分の

指定も債務にも及ぶとするのが一般的な考え方

である。この点で，相続させる旨の遺言と遺贈

とでは異ならない。他方で相続させる旨の遺言

は，遺産には相続債務は含まれないとして，相

続債務を相続させる趣旨ではないとする見解も

あるがこれは異説にとどまる（内田恒久 『判例

による相続・遺言の諸問題』177頁）。

本判決の評釈においても， 「問題は，判例が

依拠しているところの， 「可分債務は当然に分

割される」という架空の論理性にある」として，

債権者は遺言を含めて相続人のうち実際の債務

負担者は誰であるかを探求すべきことが求めら

れているのであ って，遺産分割の総合性を顧慮

するならば債務についても当然に分割されると

するべきではないし，法定相続分は「遺言など

による指定がなかった場合の相続基準であ って，

相続関係の普遍的な基準でないばかりか，「指

定」ある場合に適用すること自体不当である」

（近江幸治「相続人の一人に全財産を相続させ

る旨の遺言と遺留分侵害額の算定における相続

債務の加算」私法判例リマークス 41＜下＞77 

頁）との批判もある。この見解によれば，相続

分の指定があるときはその指定にしたがって債

務も帰属すると考えるべきことになろう 。

五 指定相続分に応じた債務承継の対外的効力

相続分の指定がある場合に，債務は対内的に

は指定された相続分に応じて負担するとしても

相続債権者に対してその指定に応じて主張でき

るかについては，別途考慮を要する。この点に

関して，債務は指定相続分に応じて相続人は承

継することになるが，相続債権者に対しては相

続分の変更を持って対抗できないとする見解が

一般的である。その理由には， 「法定相続分の

形式的画一性は相続的承継秩序と取引の安全と

を調和さす唯一の手段でもある」（有地亨「相

続分」 『新版注釈民法27』207頁）ことや，財

産法的に見ると相続分の指定による債務負担の

変更は，法定相続分による債務の承継を原則と

する立場では，免責的債務引受にあたりその場

合には債権者の承認がなくてはならないからで

ある。

本判決もこの考えを受けて，指定相続分によ

る債務負担の変更は，相続債権者の「関与」な

くされたものであるから，相続債権者の側から

債務負担の変更を承認した場合は格別，相続債
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権者に対抗できないとした。この見解は，相続

債務が法定相続分にしたがって当然に承継され

るとの判例の立場を前提とするものである。

これに対しては，債務が法定相続分にしたが

って当然に相続されるというのは架空の論理で

あるとして，指定相続分を対外的にも主張でき

るとする見解については先に見たとおりである

（近江幸治「相続人の一人に全財産を相続させ

る旨の遺言と遺留分侵害額の算定における相続

債務の加算」私法判例リマークス 41＜下＞77 

頁）。

本判決に従えば，相続債権者の関与があった

場合には法定相続分ではなく指定相続分による

相続債務の承継を相続債権者に主張できること

になる。どのような場合に相続債権者の「関

与」があったとして相続分の指定による債務の

承継が対外的効力を持つことになるかは明らか

でなく，今後の判例の集積を待つより他はない。

ところで指定相続分の効力について，相続分

より少ない指定を受けた相続人による法定相続

分にしたがった相続不動産持分の譲渡がある場

合に第三者たる譲受人は指定相続分に応じて持

分を取得するのか，法定相続分に応じて取得す

るのかが争われた事件で，判例は，このような

「第三者は指定相続分に応じた持分を取得する

にとどまるJ（最判平成 5年 7月 19日）として

指定相続分の対外的効力を認めた。相続的承継

にあっては指定相続分が基本であり出発点であ

るかのようなこの立場は，その後の判例にも引

き継がれ指定相続分による不動産の権利取得は，

登記なくして第三者に対抗できる（最判平成

14. 6. 10）としており ，これらの判例と本判決

との整合性が問題となる。この点に関して，相

続債務の場合にはあえて無資力者に相続債務を

割り付ける危険性があることが，このような危

険性のない不動産の場合との違いがあるとして，

本判決の立場を支持する見解もある（西希代子

「相続人のうちの一人に対して財産全部を相続

させる旨の遺言がされた場合において，遺留分

の侵害額の算定にあたり，遺留分権利者の法定

相続分に応じた相続債務の額を加算することの

可否」民商法雑誌 142巻 3号 6ti頁）。しかし，

この点に関しては，そもそも法定相続分にした

がって債務が承継されるとの根拠が明確でない

上に，相続債権者を意図的に害する遺言の効力

の問題として扱うことも考えられ，このような

例外的な事象を捉えて対外的にはあえて法定相

続分しか主張できないとするのも問題であり，

先の判例との整合性にも欠けることになるので

はないか。

六相続分の指定がある場合の遺留分侵害額算定

における相続債務額の扱い

包括遺贈がなされ受遺者が相続債務を単独で

弁済した事例において，遺留分侵害額の算定方

法について最判平成8年 11月26日は，「被相

続人が相続開始の時に債務を有していた場合の

遺留分の額は，民法－0二九条，－0三O条，

-0四四条に従って，被相続人が相続開始の時

に有していた財産全体の価額にその贈与した財

産の価額を加え，その中から債務の全額を控除

して遺留分算定の基礎となる財産額を確定し，

それに同法－0二八条所定の遺留分の割合を乗

じ，複数の遺留分権利者がいる場合は更に遺留

分権利者それぞれの法定相続分の割合を乗じ，

遺留分権利者がいわゆる特別受益財産を得てい

るときはその価額を控除して算定すべきもの

であり，遺留分の侵害額は，このようにして算

定した遺留分の額から，遺留分権利者が相続に

よって得た財産がある場合はその額を控除し，

同人が負担すべき相続債務がある場合はその額

を加算して算定するものである。」とした。

この算式では，遺留分侵害額として加算され

る債務は，相続人が「負担すべき債務」と述べ

るだけで，指定相続分がある場合に負担すべき

債務が法定相続分によるのか，指定相続分によ

るのかは明らかでない。学説は，現実に負担す

ることになった額であるとして，内部負担額と

する立場が多数説である（内田貴『民法N （補

訂版）』 380頁等）
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平成8年判決は上の判旨に続いて， 「この遺

留分算定の方法は，相続開始後に上告人が相続

債務を単独で弁済し，これを消滅させたとして

も，また，これにより上告人が被上告人らに対

して有するに至った求償権と被上告人らが上

告人に対して有する損害賠償請求権とを相殺し

た結果，右求償権が全部消滅したとしても，変

わるものではない。」としており，相続財産全

部の遺贈がなされたときには，全ての債務を受

遺者が負担するのであるから，平成8年判決で

求償による「相続勘定」が示されたのは論理的

には一貫しない（西希代子，前掲 320頁）。こ

の点で本判決は，平成8年判例と異なり，相続

債務は相続分の指定による内部的負担割合に従

い負担するとしており，包括遺贈と相続分の指

定が債務負担の変更についてその性質を異にし

ないとすれば，平成8年判決を実質的に変更し

たものといえる。遺留分侵害額の算定方法につ

いて本判決は，「相続人のうちの l人に対して

財産全部を相続させる旨の遺言がされ，当該相

続人が相続債務もすべて承継したと解される場

合，遺留分の侵害額の算定においては，遺留分

権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺

留分の額に加算することは許されない」とした

のであるから，平成8年判決では唆昧であった

「負担すべき相続債務」を指定相続分に応じた

債務であるとして明確にした点にも意義が認め

られる。

七 問題の検討一一相続人間の衡平

1 法定相続分の機能

本判決は，債務の承継に関し先例に沿って債

務は法定相続分に従って当然に分割されるとの

前提を維持している。その上で，相続人の内部

関係においては具体的に負担する債務は指定相

続分によるとしながら，対外的には取引の画一

的確定の要請を考慮して債権者の「関与」がみ

られるような例外的場合を除弘法定相続分に

よる債務負担を負うとした。

相続関係の処理において，債務負担ばかりで

はなく共有持分権の譲渡，相続と登記の判例に

みられるように，法定相続分は対外的に取引関

係を処理する基準としての機能を果たしている

ことは否定できない。もちろん，法定相続分に

よる対外的処理は遺産共有を物権法の共有とみ

ることを前提としているのであるけれども，遺

産共有や遺産管理のあり方に別段の考慮を入れ

るならば格別，この共有論を前提とするならば

このような処理が定着していくのも必然といえ

なくもない。しかし，法定相続分はもともと被

相続人の意思を制約するものではなく 「寧ロ此

者ノ意思ヲ重ンシ一般ノ人情ヲ掛酌シテ相続分

ニ関スノレ準則ヲ設ケタノレニ過キサノレモノ」（『民

法修正案理由書』 271頁）であると立法者も考

えていたように，被相続人の意思の明らかでな

いときにその意思を劃酌したものに過ぎず，も

ともと補完的なものであると考えられていた。

法定相続分は取引関係の画一的処理に資する

と考えられているが，法定相続分は指定相続分

と同じように一義的に明確であるわけでもない。

指定相続分に対外的効力を認めるときには，指

定相続分の有無を確認するために相続債権者に

遺言の有無を調査する義務を課すことになるが，

これが必ずしも法定相続分の認知より困難であ

るというわけでもない。確かに観念的には相続

人が判明していれば法定相続分は一義的に確定

できるが，相続開始後に放棄がなされた場合や

新たに相続人のいることが判明した場合，死後

認知があった場合には必ずしもそうでない。相

続人の確定は容易かもしれないが，法定相続分

についての抗弁を避けるには，債権者は被相続

人の除籍簿や改正原戸籍をみておく必要がある

が，それはおそらく容易ではないであろう。

また，債務の承継に関して相続関係の衡平な

処理を求めるのであれば，債務負担割合は法定

相続分ではなく具体的相続分によるとしなけれ

ばならない。法定相続分は，具体的相続分を導

き出すための出発点でしかないのである。この

ように債権者の画一的保護を図るにせよ，相続

人間の衡平をはかるにせよ法定相続分は必ずし
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も絶対的な機能を果たすものではないのである。

これらのことからすれば，相続分の指定があ

ったときは指定相続分が法定相続分に代わって

それと同ーの機能を果たすべきだということに

なると考えるべきであろう（西希代子「相続人

のうちの一人に対して財産全部を相続させる旨

の遺言がされた場合において，遺留分の侵害額

の算定に当たり，遺留分権利者の法定相続分に

応じた相続債務の額を遺留分の額に加算するこ

との可否 〈判例批評〉」民商法雑誌 142巻 3号

323頁）。

2 債権者の保護

本判決は，相続人は「相続債権者から法定相

続分に従った相続債務の履行を求められたとき

には，これに応じなければなら」ないとしたう

えで，加えて「相続債権者の方から相続債務に

ついての相続分の指定の効力を承認し，各相続

人に対し，指定相続分に応じた相続債務の履行

を請求することは妨げられない」と述ぺ，相続

債権者は，債務の支払いに関して法定相続分に

よるか指定相続分よるかの選択権を持つとして

いる。しかしながら，本来相続債権者は被相続

人の財産を責任財産とする債権を持っていたに

すぎないのであるから，相続財産の帰する所に

権利行使を認めれば充分なのであり，一義的に

は指定相続分により相続財産を取得したものに

追求すべきであると考えなくてはならない。こ

れは，指定相続分を基準に相続関係を処理する

ということであるが，相続債権の場合には意図

的に債権者を害するために無資力のもの指定相

続分を割り付ける危険性があるが，相続分の指

定ではもともとの積極財産の指定も含まれるし，

債務だけを無資力の相続人に分与する遺言は前

述したようにその有効性には疑いがある。

一方，債権者が指定相続分を承認して，指定

相続分が対外的効力を持つに至った場合になお

法定相続分に従って相続人に債権を行使できる

かについて本判決は明らかにしていないが，承

認や債権者の関与があった以上は指定相続分に

よる請求しかで、きないと考えるべきである。

3 相続人間の衡平

本判決の評釈において，相続分の指定を受け

たYの債務の支払いが滞った場合に，法定相

続分による債務の支払いを請求された相続人

XはYの無資力を担保することになり，求償

も実質的にはできないのであるから Yの事業

経営の失敗の危険を負担することになり不公平

である（本山敦 「相続させる旨の遺言と遺留分

侵害額の算定 〈日本法律家協会民事法判例研究

会判例研究〉」法の支配 156号 177頁）として

遺留分侵害額に法定相続分を加算すべきである

とする主張もみられる。

反対に，遺留分侵害額に法定相続分に応じた

債務を加算した場合に Yが指定相続分に応じ

て債務を支払ったときに Xが無資力となった

ときには Xの無資力の危険を Yが負担するこ

とになる。結局，この問題は遺留分権利者と相

続分の指定によって相続財産を取得する相続人

とのいずれを保護するかということにある。

判決を支持する立場は，遺留分侵害額に法定

相続分による債務を加算するのは，弁済前の事

前の求償を認めることになり求償の原則に反す

るし（青竹美佳「債務に関する相続分指定の効

力と遺留分侵害額との関係」判例セレクト 353

号 23頁），遺留分に加算すべき額は「最終的に

取り戻すべき遺産の数額」であり，財産を承継

させまいとした被相続人の意思を尊重すべきで

あるとし，さらに民法 1037条によれば受贈者

の無資力によって生じた損失は遺留分権利者が

負担するとされているように，民法上の遺留分

権利者の権利保障はこの程度のものであるとの

判断から，法定相続分による債務を遺留分侵害

額に加算することは出来ないとする（西希代子，

前掲，民商法雑誌 142巻 3号 328頁。）

この議論は，法定相続分による債務の当然分

割，相続分指定の対外的効力をどう考えるか，

債権者による承認・関与の認定，効果をどう考

えるかによってもたらされる結論は異なる。実
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質的には事業承継のための意図的な仕組みであ

るから銀行の関与の認められることが多く，相

続債権者の承認・関与の解釈によって指定相続

分の対外的効力を柔軟に認定し，その効果とし

て債権者は法定相続分に従った債権の請求をで

きないとすれば問題の深化は避けられるであろ

つ。

4 事業承継との関係一一現代相続法における相続

人間の衡平の位置づけ

本件Y代理人弁護士の論文によれば，本件

借り入れは相続対策として，被相続人が自己の

土地に賃貸マンションを新築し，土地とマンシ

ョンには抵当権が設定されており，相続分の指

定を受けた Yおよびその子どもが債務の連帯

保証人となっていた。つまり，相続対策として

の賃貸マンションは事業用財産として Yに分

与されたのである。さらに，銀行と Yから X

に対して Yの免責的債務引受の話がもちこま

れたがXは応じなかった。 Xの意図には事業

資産の運営に加わり，事業用資産の収益から債

務を支払い不動産の二分のーを取得するとの意

図があったようである（安部光壱「遺留分減殺

額と相続債務との関係一一平成 21年3月24日

最高裁判決までの裁判過程を通じての検討」

「有地亨先生追悼祈念論集 ・変貌する家族と現

代家族法』 292頁）。

本件では，マンションの賃料から公租公課，

債務の弁済を行い，将来にわたって Yに正味

収入が年間 1.000万円であるとされていること

からすれば，事業承継による事業の一体的継続

と相続人間の衡平をどうはかるかが本件の社会

的，経済的な実質であった。

これに対して，本判決は指定相続分の対内的

有効性を根拠に事業承継者に事業用財産を一体

として承継させる結論を採った。

他方で，この結論は遺留分制度を形骸化し，

相続人間の平等をめざした戦後の民法改正の理

念を後退させるものであるとの批判もあり得る。

現代の相続においても，均分平等を基本原則

としこれを貫くべきものであるか，それとも戦

後とは異なる社会経済状況を反映して，相続財

産の性質，被相続人と相続人との関係，相続人

の生活状態，事業の継承などを考慮して具体的

な妥当性を求めるべき方向にあるのか，このよ

うな問題についての一つの解決の方向を本判決

は提起しているものと理解することが出来る。

この点に関しては，実定法レベノレの問題として

「中小企業における経営の承継の円滑化に関す

る法律」，信託法91条の受益者連続委託等の制

度化と相続原理との関係を検討することが喫緊

の課題であり，（田中淳子「全部「相続させる」

旨の遺言と相続債務がある場合の遺留分侵害額

の算定〈民事判例研究889）」法律時報82巻 10

号 119頁），さ らには，昨今，現在の相続が営

む機能を検証した上で，遺留分制度の存在意義

について再検討が加えられているのも必然的な

流れであると考える。ここでは共同均分相続の

意味を再検討するとともに現代相続法の方向性

を明確にしていく作業が求められることを指摘

するにとどまる。
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